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平成23 平成24 06 26

41 窓口サービスの向上と事務効率化

市民課 0285-83-8117

税務、情報システム、健康増進、介護保険、児童家庭、福祉、国保、会計、企画、秘書、総務、収税、二宮支所

市民、窓口利用者

17 18 19 20 21 22 23 26

人口 人 83,392 82,997 82,584 82,136 85,500

市民課窓口利用者数(支所含
まず） 人 120,778 132,791 129,578 126,952 136,774

１）市民の利便性の向上を図る。　　
２）事務の効率化を図る。

(市民課の窓口を対象とする）

１）市民意向調査　
２）実態調査により市民課で把握
    市民の利便性の向上を図ることについては、市民意向調査による窓口
　　サービスへの満足度及び市民課窓口に来た人への満足度を成果指標
　　として捉える。
　　手続の簡素化により、処理スピードの短縮を図る。

17 18 19 20 21 22 23
26

市民課を利用した市民の割
合

％ 63.2 77.7 73.8 77.6

市民課窓口に来た人の満
足度

％ 84.5 84.4 83.9 82.7 90.0

窓口の対応に満足してい
る市民の割合

％ 82.6 80.9 82.3 79.8 90.0

行政は窓口事務の効率化と、市民の目線に立ったサービスの向上に努める。



    年度の
評価結果

1. 施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、特徴、その要因と考えられること）

2. 施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

23

（1）施策成果の時系列比較（過去３年間の比較）
市民意向調査では、市民課を利用している割合は７７.６％という結果になっている。窓
口の対応に満足している市民の割合は、平成２０年度:８２.６％であったが、平成２３
年度では７９.８％と２.８ポイント下がっている。また、市民課窓口に来た人の満足度
も平成２０年度:８４.５％に対し、平成２３年度では８２.７％と１.８ポイント下が
っている。満足度を年齢別見ると、高齢者になるほど満足度が高く６０歳代では９０％
近くの満足度、７０歳代では９０％以上の満足度を示している。一方、２０歳代から４
０歳代の人では、満足度が８０％を下回っている。
（2）近隣他市との比較　（市民課窓口でのサービス状況）    
平日の窓口時間延長（平日の月～金曜日に窓口時間延長を実施）
　　市：１４市で実施　　　　　　　　町：１２町のうち９町で実施
休日窓口開庁
　　市：１４市のうち７市で実施  　  町：未実施
印鑑登録証明・住民票の自動交付機設置市町
　　市：１４市のうち１１市で設置    町：１２町のうち６町で設置
（3）住民期待水準との比較
時間に余裕のある高齢層では不満を感じることは少ないが、仕事や家事の合間等で時間的に
余裕のない年齢層の満足度が下がっている結果となっていることから、待ち時間を短く
する事が満足度に影響していると思われる。
市民課窓口では親切、丁寧、迅速にを心がけて応対しており、市民の利便性を図るため
毎週水曜日、金曜日の午後7時まで窓口時間延長の実施と、毎月の第1日曜日、第3日曜日の
午前中に休日開庁をして窓口サービスの拡充及び利便性の向上に努めているが、曜日
や時間帯により混みぐあいが極端に違うため、混雑時の満足度が低いと思われる。

平成14年4月から窓口業務の時間延長を毎週水曜日、金曜日の午後7時まで実施している。
平成20年4月から受付事務の正確・迅速な処理のため、処理時間が異なる証明関係と届出
関係に分離して受付を実施している。このことによって、証明関係の受付時間及び、待ち時
間の短縮につながっている
平成22年4月から毎月第1日曜日、第3日曜日の午前8時30分から正午まで休日窓口開庁を
実施している。
平成22年10月から県の事務事業移管により、旅券の申請・交付の窓口を開設した。
平成22年10月から外国人については、迅速に登録事務が出来るよう専用窓口を設けて事
務を実施している。
平成23年10月から印鑑登録証明・住民票の自動交付機を設置し、新しいカードに切り替
えた人は印鑑登録証明及び住民票の写しを、土曜・日曜・祝日を含めて取得できるよう
になった。（年末年始を除く）
窓口受付事務においては、親切、丁寧、迅速をモットーに対応している。



    年度の
評価結果

3. 施策の課題認識と改革改善の方向
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市民課窓口での待ち時間の短縮や利便性の向上のため、窓口での印鑑登録証明書や住民票
の写し等の請求が多いことから、新しい印鑑登録証の引替交換を推進し、自動交付機の利
用率を高めるためもおか広報・いちごＴＶ・窓口等で自動交付機の利便性をＰＲし引替
率の向上を図り、窓口での混雑解消につなげる必要がある。
平成２４年７月９日から外国人登録法が廃止され、住民基本台帳に統一される事から、外
国人も日本人と同じ様に住民票が作成されることとなる。
受付事務のより正確・迅速な処理をおこない、引き続き窓口サービスの向上に努めるとと
もに、手続きの簡素化や、効率化が必要である。

■ 補足事項


